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1010
月月
11
日
よ
り
第

日
よ
り
第
7070
回
赤
い
羽

回
赤
い
羽

根
共
同
募
金
運
動
が
始
ま
り
ま
す
。

根
共
同
募
金
運
動
が
始
ま
り
ま
す
。

　　　

共
同
募
金
は
、
み
な
さ
ま
と
民

　

共
同
募
金
は
、
み
な
さ
ま
と
民

間
社
会
福
祉
施
設
・
団
体
を
結
ぶ

間
社
会
福
祉
施
設
・
団
体
を
結
ぶ

募
金
運
動
で
す
。

募
金
運
動
で
す
。

　

平
成

　

平
成
2727
年
度
の
新
島
村
の
募
金

年
度
の
新
島
村
の
募
金

額
は
、４
７
６
，９
３
０
円
で
し
た
。

額
は
、４
７
６
，９
３
０
円
で
し
た
。

ご
協
力
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し

ご
協
力
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し

た
。
た
。

　

寄
付
金
は
新
島
村
社
会
福
祉

　

寄
付
金
は
新
島
村
社
会
福
祉

協
議
会
の
事
業
な
ど

協
議
会
の
事
業
な
ど
22
件
分
、

件
分
、

７
６
３
，
１
９
８
円
が
配
分
さ
れ
、

７
６
３
，
１
９
８
円
が
配
分
さ
れ
、

活
用
さ
れ
ま
し
た
。

活
用
さ
れ
ま
し
た
。

　

み
な
さ
ま
の
「
た
す
け
あ
い
精

　

み
な
さ
ま
の
「
た
す
け
あ
い
精

神
」
に
支
え
ら
れ
る
共
同
募
金
運

神
」
に
支
え
ら
れ
る
共
同
募
金
運

動
に
ご
協
力
く
だ
さ
い
ま
す
よ
う
、

動
に
ご
協
力
く
だ
さ
い
ま
す
よ
う
、

よ
ろ
し
く
お
願
い
い
た
し
ま
す
。

よ
ろ
し
く
お
願
い
い
た
し
ま
す
。

平
成
28
年
度
赤
い
羽
根

　

共
同
募
金
運
動
の
お
願
い

『
じ
ぶ
ん
の
町
を
良
く
す
る
し
く
み
』

　

東
京
司
法
書
士
会
主
催
に
よ
る
無

料
法
律
相
談
を
開
催
し
ま
す
。

　

例
え
ば
、「
相
続
・
遺
言
・
土
地
・

建
物
・
登
記
・
暮
ら
し
に
お
け
る
ト

ラ
ブ
ル
・
生
活
再
建
」
と
い
っ
た
相

談
ご
と
に
関
し
ま
し
て
、
面
談
に
よ

る
無
料
相
談
を
行
い
ま
す
。

【
相
談
日
時
】

平
成
28
年
10
月
14
日
（
金
）

　
　
　
　
　

午
前
10
時
〜
午
後
２
時

【
相
談
場
所
】
新
島
村
住
民
セ
ン
タ
ー

　

交
通
手
段
の
関
係
で
や
む
な
く
中

止
さ
せ
て
い
た
だ
く
場
合
も
あ
り
ま

す
が
、
そ
の
際
は
何
卒
ご
容
赦
く
だ

さ
い
。
予
約
は
不
要
で
す
。

【
問
い
合
わ
せ
】

東
京
司
法
書
士
会
事
務
局
事
業
・
研
修
課

☎
０
３
（
３
３
５
３
）
９
１
９
１

☎
０
３
（
３
３
５
３
）
９
１
９
１

平
日
午
前
９
時
〜
午
後
５
時
（
正
午

平
日
午
前
９
時
〜
午
後
５
時
（
正
午

〜
午
後
１
時
を
除
く
）

〜
午
後
１
時
を
除
く
）

総
務
課
か
ら
の
お
知
ら
せ

■
司
法
書
士
に
よ
る
出
前
相
談
所

　
「
し
ご
と
」「
お
金
」「
学
校
」「
く

　
「
し
ご
と
」「
お
金
」「
学
校
」「
く

ら
し
」「
家
族
」「
こ
こ
ろ
」「
い
じ
め
」

ら
し
」「
家
族
」「
こ
こ
ろ
」「
い
じ
め
」

司
法
書
士
が
精
神
保
健
福
祉
士
ま

司
法
書
士
が
精
神
保
健
福
祉
士
ま

た
は
臨
床
心
理
士
と
と
も
に
ア
ド

た
は
臨
床
心
理
士
と
と
も
に
ア
ド

バ
イ
ス
し
ま
す
。
相
談
は
無
料
で

バ
イ
ス
し
ま
す
。
相
談
は
無
料
で

す
。
す
。

【
日
程
】

【
日
程
】

1010
月月
1111
日
、
日
、
1111
月月
88
日
、
日
、
1212
月月
1313
日
、
日
、

11
月月
1010
日
、
日
、
22
月月
1414
日日

【
受
付
時
間
】

【
受
付
時
間
】

午
後
午
後
66
時
〜
午
後

時
〜
午
後
88
時時
3030
分分

【
電
話
番
号
】

【
電
話
番
号
】

　

☎
０
３
（
３
３
５
４
）
２
９
０
０

　

☎
０
３
（
３
３
５
４
）
２
９
０
０

【
問
い
合
わ
せ
】

【
問
い
合
わ
せ
】

　

東
京
司
法
書
士
会

　

東
京
司
法
書
士
会

　

☎
０
３
（
３
３
５
３
）
９
１
９
１

　

☎
０
３
（
３
３
５
３
）
９
１
９
１

い
の
ち
を
守
る

　
　

何
で
も
電
話
相
談
会

　

一
日
合
同
行
政
相
談
所
を
開
設

一
日
合
同
行
政
相
談
所
を
開
設

し
ま
す

し
ま
す

　

総
務
省
東
京
行
政
評
価
事
務
所

で
は
、「
行
政
相
談
週
間
」（
10
月

17
日
（
月
）
〜
23
日
（
日
））
中
の

行
事
と
し
て
、
次
の
と
お
り
「
一

日
合
同
行
政
相
談
所
」
を
開
設
し

ま
す
。
同
相
談
所
は
、各
行
政
機
関
、

行
政
相
談
委
員
等
が
一
堂
に
会
し
、

行
政
に
関
す
る
苦
情
・
要
望
等
の

相
談
に
応
じ
る
も
の
で
す
。
ど
う

ぞ
お
気
軽
に
ご
利
用
く
だ
さ
い
。

　
「
法
の
日
」
週
間
行
事
で
、
法
を

身
近
に
感
じ
て
み
ま
せ
ん
か
？

　

10
月
1
日
は
、「
法
の
日
」
で
す
。

「
法
の
日
」
は
国
民
の
皆
さ
ん
に
、

法
の
役
割
や
重
要
性
に
つ
い
て
考

え
て
頂
く
き
っ
か
け
と
な
る
よ
う

に
と
、
裁
判
所
、
検
察
庁
及
び
弁

護
士
会
の
協
議
で
提
唱
さ
れ
、
昭

和
35
年
、
政
府
に
よ
っ
て
、「
国
を

あ
げ
て
法
の
尊
重
、
基
本
的
人
権

の
養
護
、
社
会
秩
序
の
確
立
の
精

神
を
高
め
る
た
め
の
日
」
と
し
て

定
め
ら
れ
ま
し
た
。

●
各
地
の
裁
判
所
の
行
事
は
『
裁

判
所
ウ
ェ
ブ
サ
イ
ト
』
で
紹
介
し

て
い
ま
す
。

http://w
w
w
.courts.go.jp/

　

今
年
の
オ
ー
タ
ム
ジ
ャ
ン
ボ
宝

く
じ
は
、
１
等
・
前
後
賞
合
わ
せ

て
５
億
円
！

　

こ
の
宝
く
じ
の
収
益
金
は
市
町

村
の
明
る
い
町
づ
く
り
や
環
境
対

策
、
高
齢
化
対
策
な
ど
地
域
住
民

の
福
祉
向
上
の
た
め
に
使
わ
れ
ま

す
。
こ
の
宝
く
じ
は
通
信
販
売
で

も
買
う
こ
と
が
出
来
ま
す
。
通

信
販
売
の
申
込
締
切
は
10
月
6
日

（
木
）
必
着
で
す
。

【
発
売
期
間
】

9
月
26
日
（
月
）
〜
10
月
14
日
（
金
）

【
抽
せ
ん
日
】
10
月
21
日
（
金
）

【
問
い
合
わ
せ
】

（
公
財
）
東
京
都
区
市
町
村
振
興
協
会

　

☎
０
３
（
５
２
１
０
）
９
９
４
５

　

農
業
委
員
会
は
毎
年
、
農
地
の
利

　

農
業
委
員
会
は
毎
年
、
農
地
の
利

用
状
況
を
調
査
し
て
い
ま
す
。
農

用
状
況
を
調
査
し
て
い
ま
す
。
農

地
所
有
者
は
農
地
法
に
よ
り
、
農

地
所
有
者
は
農
地
法
に
よ
り
、
農

地
を
活
用
す
る
責
務
が
課
せ
ら
れ

地
を
活
用
す
る
責
務
が
課
せ
ら
れ

て
お
り
、
必
ず
、
耕
作
を
目
的
と

て
お
り
、
必
ず
、
耕
作
を
目
的
と

し
て
「
使
う
」
か
「
貸
す
」
か
「
売

し
て
「
使
う
」
か
「
貸
す
」
か
「
売

る
」
か
し
な
く
て
は
な
り
ま
せ
ん
。

る
」
か
し
な
く
て
は
な
り
ま
せ
ん
。

農
業
委
員
会
か
ら
の
お
知
ら
せ

オ
ー
タ
ム
ジ
ャ
ン
ボ
発
売
！

「
法
の
日
」
週
間

行
政
相
談
週
間

　

今
年
も
こ
れ
か
ら
冬
に
か
け
て
農

　

今
年
も
こ
れ
か
ら
冬
に
か
け
て
農

業
委
員
の
農
地
パ
ト
ロ
ー
ル
に
よ
る

業
委
員
の
農
地
パ
ト
ロ
ー
ル
に
よ
る

調
査
を
行
い
ま
す
の
で
、
ご
理
解

調
査
を
行
い
ま
す
の
で
、
ご
理
解••

ご
協
力
の
程
、
よ
ろ
し
く
お
願
い
し

ご
協
力
の
程
、
よ
ろ
し
く
お
願
い
し

ま
す
。
ご
不
明
な
点
は
、
役
場
産
業

ま
す
。
ご
不
明
な
点
は
、
役
場
産
業

課
内
の
農
業
委
員
会
事
務
局
ま
で
ご

課
内
の
農
業
委
員
会
事
務
局
ま
で
ご

相
談
く
だ
さ
い
。

相
談
く
だ
さ
い
。

【
問
い
合
わ
せ
】

【
問
い
合
わ
せ
】

役
場
産
業
観
光
課
内

役
場
産
業
観
光
課
内

　
　
　
　
　

農
業
委
員
会
事
務
局

　
　
　
　
　

農
業
委
員
会
事
務
局

　

☎

　

☎
⑸
０
２
８
４
（
直
通
）

０
２
８
４
（
直
通
）

【
と
き
】　

10
月
18
日
（
火
）

　
　
　

午
前
10
時
〜
午
後
4
時

【
場
所
】　

新
宿
駅
西
口
広
場

　
　
　

イ
ベ
ン
ト
コ
ー
ナ
ー

【
相
談
内
容
】

　
　
　

年
金
、
保
険
、
国
税
等

　

次
の
と
こ
ろ
で
も
相
談
を
受
け
付

け
て
い
ま
す
。

♢
前
田　

芳
徳

　

☎
⑸
１
３
６
０

♢
「
行
政
苦
情
110
番
」

　
　
（
東
京
行
政
評
価
事
務
所
）

　

☎
０
５
７
０
（
０
９
０
）
１
１
０
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※空白の日程は相談はお休みです。

　

東
京
都
で
は
、
島
し
ょ
に
居
住

さ
れ
る
方
を
対
象
と
し
て
、
弁
護

士
の
法
律
相
談
（
電
話
相
談
）
を

実
施
し
て
い
ま
す
。
相
談
は
無
料

で
す
。

　

ご
相
談
者
の
プ
ラ
イ
バ
シ
ー
は

固
く
守
ら
れ
ま
す
の
で
、
安
心
し

て
ご
相
談
く
だ
さ
い
。

【
相
談
日
】

　

月
・
水
・
金
曜
日

　
　
　
　
（
祝
日
・
年
末
年
始
除
く
）

【
相
談
時
間
】

　

午
後
1
時
〜
4
時

10 月
月 水 金
3 5 7

12 14
17 19 21
24 26 28
31

11 月
月 水 金

2 4
7 9 11
14 16 18
21 25
28 30

12 月
月 水 金

2
5 7 9
12 14 16
19 21
26 28

2 月
月 水 金

1 3
6 8 10
13 15 17
20 22 24
27

3 月
月 水 金

1 3
6 8 10
13 15 17

22 24
27 29 31

1 月
月 水 金

4 6
11 13

16 18 20
23 25 27
30

※
相
談
時
間
中
は
、
直
接
電
話
で

ご
相
談
頂
け
ま
す
が
、
相
談
中
の

場
合
も
あ
り
ま
す
の
で
、
事
前
に

ご
予
約
い
た
だ
く
と
確
実
で
す
。

【
予
約
日
】

　

月
〜
金
曜
日

　
　
　
　
（
祝
日
・
年
末
年
始
除
く
）

【
予
約
受
付
時
間
】

　

午
前
9
時
〜
午
後
5
時

【
相
談
・
予
約
・
問
合
せ
】

東
京
都
生
活
文
化
局
都
民
の
声
課

　

☎
０
３
（
５
３
８
８
）
２
２
４
５

平成 28年度　下半期　
島しょ法律相談日　カレンダー 電

話
で
弁
護
士
に
相
談
で
き
る
「
島
し
ょ
法
律
相
談
」

平成28年

平成 29年

歯科健診についてのお知らせ
　新島村特定健診の一環である、歯科健診のお知らせです。
人が歯を失う大きな原因は「う蝕」（むし歯）と「歯周病」です。特に歯周病は自覚症状がなく、知らず
知らずのうちに進行し、大人が歯を失う最大の原因です。
　実は 40 歳の人の約 30％（3人に 1人）、50 歳の人の約 40％、60 歳の人の約 50％（約半数）がかかっ
ているとされる歯周病…
　歳をとって歯が抜けるのは老化現象の 1つだと思われがちですが、そうではありません！歯周病を早
期に発見し、正しく予防・治療すれば、いくつになっても自分の歯を保つことができます。
　なんでもよく噛んで食べるためには、健康な歯が欠かせません。自分の歯で何でも噛めるということは、
食生活を豊かにすると同時に、健康の維持・増進、病気の予防にもつながります。
　むし歯も歯周病も早期発見、早期治療が大切です。生涯を通じて自分の歯でおいしく食べられるように、
お口の健康について考えてみてください。
　普段診療所に足を運べない方や 40 歳、50 歳、60 歳、70 歳の “節目年齢” の方は、ぜひこの機会に受
診してみて下さい。

診療所歯科　石井　亮
◆歯科健診の日程
　【式根島地区】　
　　　　　場所：式根島開発総合センター
　　　　　日程：10 月 10 日（月）10:00 ～ 11:30　13:00 ～ 15:00
　　　　　　　　10 月 11 日（火）　8:30 ～ 11:30
　【本村・若郷地区】
　　　　　場所：さわやか健康センター
　　　　　日程：10 月 12 日（水）　9:00 ～ 11:00　13:00 ～ 15:00
　　　　　　　　10 月 13 日（木）　8:30 ～ 11:00　13:00 ～ 15:00
　　　　　　　　10 月 14 日（金）　8:30 ～ 11:00
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村税は納期内に納めましょう
　村税は行政サービスを行うために欠かせないものです。みなさんが納めた税金は、身近な生活を維持す
るためのライフラインや医療、福祉、国民健康保険など各種事業の財源となっております。行政サービス
の財源を確保するために村税の納期内の納付をお願いします。

下記は平成 28 年度の村税の納期限を表にしたものです。

　軽自動車税の納期限は5月31日と過ぎております。他の村税も第1期、2期の納期限も到来しております。
今一度お納め忘れがないかご確認下さい。また、口座振替をご利用の方は、納期限が引き落とし日となっ
ています。納期限までに振替指定口座の預金残高の確認をお願いします。

【問い合わせ】企画財政課税政係　⑸ 0241（直通）　民生課保険係　⑸ 0243（直通）

村税の納付が遅れると・・・・

　税金は、定められた期限までに自主的に納めていただくことになっております。納期限までに納めない
ことを滞納といいます。
　納付をうっかり忘れて、納期限を過ぎても納めていただけないときは、督促状により納税を促がすほか
に電話や文書による催告をおこないます。それでも納付せず滞納を続けた場合は、納期内に納付された方
との公平を保ち、大切な村税を確保するため、差押えなど滞納処分を受けることになります。
　村税の滞納は、納税者にとって不利益となるだけでなく、滞納処分など滞納整理に費用もかかります。
そしてこの費用も納税者の税金から支出することになりますので、村税を有効に活用するためにも、納期
内の納税にご協力ください。
　また、さまざまなご事情により、納期限までに納付が困難な場合、納付方法や分割納付など、納税相談
を受け付けておりますので、お気軽にご相談下さい。

　

第
十
回
特
別
弔
慰
金
が
支
給
さ

第
十
回
特
別
弔
慰
金
が
支
給
さ

れ
ま
す
。

れ
ま
す
。

【
支
給
対
象
者
】

【
支
給
対
象
者
】

　

戦
没
者
等
の
死
亡
当
時
の
ご
遺

　

戦
没
者
等
の
死
亡
当
時
の
ご
遺

族
で
、
平
成

族
で
、
平
成
2727
年年
44
月月
11
日
（
基

日
（
基

準
日
）
に
お
い
て
、「
恩
給
法
に
よ

準
日
）
に
お
い
て
、「
恩
給
法
に
よ

る
公
務
扶
助
料
」
や
「
戦
傷
病
者

る
公
務
扶
助
料
」
や
「
戦
傷
病
者

戦
没
者
遺
族
等
援
護
法
に
よ
る
遺

戦
没
者
遺
族
等
援
護
法
に
よ
る
遺

族
年
金
」
等
を
受
け
る
方
（
戦
没

族
年
金
」
等
を
受
け
る
方
（
戦
没

者
等
の
妻
や
父
母
等
）
が
い
な
い

者
等
の
妻
や
父
母
等
）
が
い
な
い

場
合
に
、
次
の
順
番
に
よ
る
先
順

場
合
に
、
次
の
順
番
に
よ
る
先
順

位
の
ご
遺
族
お
一
人
に
支
給
さ
れ

位
の
ご
遺
族
お
一
人
に
支
給
さ
れ

ま
す
。

ま
す
。

⑴
平
成

⑴
平
成
2727
年年
44
月月
11
日
ま
で
に
戦

日
ま
で
に
戦

傷
病
者
戦
没
者
遺
族
等
援
護
法
に

傷
病
者
戦
没
者
遺
族
等
援
護
法
に

よ
る
弔
慰
金
の
受
給
権
を
取
得
し

よ
る
弔
慰
金
の
受
給
権
を
取
得
し

た
方
。

た
方
。

⑵
戦
没
者
等
の
子

⑵
戦
没
者
等
の
子

⑶
戦
没
者
等
の
①
父
母
②
孫
③
祖

⑶
戦
没
者
等
の
①
父
母
②
孫
③
祖

父
母
④
兄
弟
姉
妹　

※
戦
没
者
等

父
母
④
兄
弟
姉
妹　

※
戦
没
者
等

の
死
亡
当
時
、
生
計
関
係
を
有
し

の
死
亡
当
時
、
生
計
関
係
を
有
し

て
い
る
こ
と
等
の
要
件
を
満
た
し

て
い
る
こ
と
等
の
要
件
を
満
た
し

て
い
る
か
ど
う
か
に
よ
り
、
順
番

て
い
る
か
ど
う
か
に
よ
り
、
順
番

が
入
れ
替
わ
り
ま
す
。

が
入
れ
替
わ
り
ま
す
。

⑷
⑴
か
ら
⑶
以
外
の
戦
没
者
等
の

⑷
⑴
か
ら
⑶
以
外
の
戦
没
者
等
の

三
等
親
内
の
親
族
（
甥
、
姪
等
）　

三
等
親
内
の
親
族
（
甥
、
姪
等
）　

※
戦
没
者
等
の
死
亡
時
ま
で
引
き

※
戦
没
者
等
の
死
亡
時
ま
で
引
き

続
き
続
き
11
年
以
上
の
生
計
関
係
を
有

年
以
上
の
生
計
関
係
を
有

し
て
い
た
方
に
限
り
ま
す
。

し
て
い
た
方
に
限
り
ま
す
。

戦
没
者
の
遺
族
の
皆
様
へ

【
支
給
内
容
】

【
支
給
内
容
】

　　

••

額
面
額
面
2525
万
円
万
円

　　

••

55
年
償
還
の
記
名
国
債

年
償
還
の
記
名
国
債

【
請
求
期
間
】

【
請
求
期
間
】

平
成
平
成
2727
年年
44
月月
11
日
か
ら
平
成

日
か
ら
平
成
3030
年年

44
月月
22
日
ま
で

日
ま
で

※
請
求
期
間
を
過
ぎ
る
と
第
十
回
特

※
請
求
期
間
を
過
ぎ
る
と
第
十
回
特

別
弔
慰
金
を
受
け
る
こ
と
が
出
来
な

別
弔
慰
金
を
受
け
る
こ
と
が
出
来
な

く
な
り
ま
す
の
で
、ご
注
意
下
さ
い
。

く
な
り
ま
す
の
で
、ご
注
意
下
さ
い
。

※
書
類
審
査
の
結
果
、
特
別
弔
慰
金

※
書
類
審
査
の
結
果
、
特
別
弔
慰
金

の
受
給
権
が
認
め
ら
れ
な
い
場
合
が

の
受
給
権
が
認
め
ら
れ
な
い
場
合
が

あ
り
ま
す
の
で
、
あ
ら
か
じ
め
ご
了

あ
り
ま
す
の
で
、
あ
ら
か
じ
め
ご
了

承
く
だ
さ
い
。

承
く
だ
さ
い
。

【
国
債
の
受
取
り
ま
で
】

【
国
債
の
受
取
り
ま
で
】

　

国
債
の
交
付
ま
で
は
、
全
国
か
ら

　

国
債
の
交
付
ま
で
は
、
全
国
か
ら

厚
生
労
働
省
、
財
務
省
へ
の
手
続
が

厚
生
労
働
省
、
財
務
省
へ
の
手
続
が

あ
る
た
め
、
最
短
で
数
ヶ
月
か
ら
最

あ
る
た
め
、
最
短
で
数
ヶ
月
か
ら
最

長
で
長
で
11
年
以
上
お
待
ち
頂
く
場
合
が

年
以
上
お
待
ち
頂
く
場
合
が

あ
り
ま
す
。
早
期
処
理
に
努
め
て
お

あ
り
ま
す
。
早
期
処
理
に
努
め
て
お

り
ま
す
の
で
、
ご
理
解
い
た
だ
け
ま

り
ま
す
の
で
、
ご
理
解
い
た
だ
け
ま

す
よ
う
お
願
い
い
た
し
ま
す
。

す
よ
う
お
願
い
い
た
し
ま
す
。

【
問
い
合
わ
せ
】

【
問
い
合
わ
せ
】

民
生
課
民
生
係

民
生
課
民
生
係

　

☎

　

☎
⑸
０
２
４
３
（
内
線
）

０
２
４
３
（
内
線
）
108108

税目 期 第 1期 第 2期 第 3期 第 4期
軽自動車税 5月 31 日 - - -
村・都民税 4期徴収 6月 30 日 8月 31 日 10 月 31 日 1月 31 日
固定資産税 4期徴収 5月 31 日 8月 1日 12 月 26 日 2月 28 日
国民健康保険税 4期徴収 6月 30 日 9月 30 日 11 月 30 日 1月 31 日




